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国
と
地

方
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協
議

の
場

（
平

成
２
３
年

度
第

２
回

臨
時

会
合

）
　
座

席
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小 宮 山 厚 生 労 働 大 臣

安 住 財 務 大 臣
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野 田 内 閣 総 理 大 臣

川 端 総 務 大 臣

内 閣 府 特 命 担 当 大 臣
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古 川 国 家 戦 略 担 当 大 臣

蓮 舫 内 閣 府 特 命 担 当 府 大 臣

（ 行 政 刷 新 ）
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４
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子
ど
も
に
対

す
る
手

当
制

度
に
お
け
る
費

用
負

担
案

に
つ
い
て

○
年

少
扶

養
控

除
等

の
見

直
し
は

、
「
控

除
か

ら
手

当
へ

」
と
い
う
考

え
方

の
下

に
、
子

ど
も
へ

の
手

当
の

充
実

と
併

せ
て
実

施
し
た
も
の

で
あ
り
、

年
少

扶
養

控
除

見
直

し
に
伴

う
増

税
分

は
、
最

終
的

に
は

子
ど
も
に
対

す
る
手

当
制

度
の

財
源

と
し
て
活

用
す
る
こ
と
が

、
国

民
に
負

担
増

を
お
願

い
す
る
趣

旨
に
合

致
す
る
と
考

え
る
。

（
特

に
、
受

益
と
負

担
の

関
係

を
考

慮
す
れ

ば
、
手

当
の

充
実

に
充

て
る
こ
と
が

適
当

で
は

な
い
か

）

○
こ
の

た
め
、
来

年
度

か
ら
の

手
当

制
度

の
恒

久
化

に
当

た
っ
て
は

、
地

方
増

収
分

を
充

当
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国

と
地

方
の

費
用

負
担

を
見

直
す
こ
と
が

適
当

で
は

な
い
か

と
考

え
ら
れ

る
。

○
そ
の

際
、
来

年
度

か
ら
の

制
度

は
児

童
手

当
法

に
所

要
の

改
正

を
行

う
こ
と
が

基
本

と
さ
れ

て
お
り
、
全

体
と
し
て
、
児

童
手

当
制

度
の

負
担

割
合

（
国

：
地

方
＝

１
：
２
）
を
適

用
す
る
こ
と
が

考
え
ら
れ

る
。

○
し
か

し
な
が

ら
、
こ
れ

ま
で
の

地
方

団
体

の
意

見
を
踏

ま
え
れ

ば
、
児

童
手

当
の

負
担

割
合

を
そ
の

ま
ま
適

用
す
る
こ
と
は

適
当

で
は

な
く
、
国

の
負

担
割

合
を
拡

大
す
る
こ
と
と
し
、
国

：
地

方
＝

１
：
１
と
し
て
は

ど
う
か

と
考

え
る
。

【
費

用
負

担
の

見
直

し
の

考
え
方

】

【
具

体
的

な
費

用
負

担
額

】
○

公
務
員
以
外
に
つ
い
て
は
、
制
度
全

体
を
通

じ
、
国

と
地

方
の

負
担

割
合

を
１
：
１
と
す
る
。

※
事

業
主

負
担

は
、
被

用
者

に
対

す
る
給

付
の

一
定

割
合

○
公

務
員

に
つ
い
て
は

、
従

前
通

り
、
全

額
所

属
庁

負
担

と
す
る
。

※
事
業
主
負
担
は
、
別
途
事
業
主
団
体
と
の
調
整
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
平
成
24

年
度

概
算

要
求

ベ
ー
ス
の

数
字

を
仮

置
き
し
て
い
る
。

※
３
党

合
意

で
は

、
所

得
制

限
超

世
帯

に
対

し
て
税

制
上

又
は

財
政

上
の

措
置

を
講

じ
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
が

、
具

体
的

な
措

置
の

内
容

が
決

ま
っ
て
い
な
い

た
め
、
上

記
の

数
字

は
、
所

得
制

限
に
一

定
の

仮
定

を
置

い
た
上

で
、
所

得
制

限
超

の
世

帯
に
対

し
て
財

政
上

の
措

置
を
講

じ
な
い
場

合
の

数
字

を
記

載
し

て
い
る
。
仮

に
、
財

政
上

の
措

置
を
講

じ
る
場

合
に
は

、
そ
れ

に
応

じ
た
追

加
負

担
が

考
え
ら
れ

る
。

［
見

直
し
後

の
Ｈ
２
４
所

要
額

］
・
国

：
１
０
７
百

億
円

程
度

・
地

方
：

９
８
百

億
円

程
度

→
見

直
し
前

と
比

べ
て
４
４
百

億
円

増
・
事

業
主
：

１
７
百
億
円
程
度

地
方

増
収

分
（
5
,0
50

億
円

）
を
充

当

1



国

所
属
庁

事 業 主

所
属
庁

国
［
1
/
3
］

地
方

［
２
／

３
］

公
務

員

【
子

ど
も
手

当
制

度
】

【
平

成
24

年
度

以
降

の
子

ど
も
に
対

す
る
手

当
制

度
】

子
ど

も
に

対
す

る
手

当
制

度
に

お
け

る
費

用
負

担
の

見
直

し
案

の
イ

メ
ー

ジ

※
別
途
、
子
ど
も
手
当
実
施
に
伴
う
地
方
負
担
の
軽
減
を
図

る
た
め
、
国
か
ら
地
方
に
特
例
交
付
金
を
支
給

※
事

業
主

負
担

は
、
３
歳

未
満

の
子

ど
も
を
抱

え
る
被

用
者

に
対
す
る
給
付
額
の
７
割

※
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
所
属
庁
が
全
額
負
担

一
般
の
被
用
者
及
び
非
被
用

者
（
公

務
員

以
外

）

国
1
/
2

事 業 主
地
方
1
/
2

国
1
/
2

地
方
1
/
2

被
用
者

非
被
用
者

公
務
員

一
般

の
被
用
者
及
び
非
被
用
者

（
公

務
員

以
外

）

※
事

業
主

負
担

は
、
被

用
者

に
対

す
る
給

付
の

一
定

割
合

※
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
所
属
庁
が
全
額
負
担

所
属
庁

国
1
/
3

事 業 主
地
方
2
/
3

国
1
/
3

地
方
2
/
3

被
用
者

非
被
用
者

※
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
所
属
庁
が
全
額
負
担

【
参

考
】
単

純
に
児

童
手

当
制

度
の

負
担

割
合

を
当

て
は

め
た
場

合

2



【
0
歳

～
3
歳

未
満

】

【
3
歳

～
小

学
校

修
了

前
】

【
中

学
生

】

（
被

用
者

）

費
用

負
担

の
見

直
し

案

所
得

制
限

額

所
得

制
限

額

（
非

被
用

者
）

※
2
3
年

度
後

半
の

制
度

に
お

い
て

は
、

所
得

制
限

を
設

け
な

い
た

め
、

特
例

給
付

や
所

得
制

限
超

に
係

る
者

に
つ

い
て

は
、

児
童

手
当

制
度

の
費

用
負

担
割

合
を

適
用

。
こ

れ
に

伴
う

地
方

負
担

の
増

分
（

部
分

）
に

つ
い

て
は

、
特

例
交

付
金

を
交

付
し

て
い

る
。

5千
円

（
第

3子
以

降
1万

円
）

1万
円

1万
円

事
業

主
7/

10
国

地
方

2/
10

国
10

/1
0

5千
円

1万
円

国
10

/1
0

国
地

方
2/

3
国

10
/1

0

5千
円

国 1/
3

地
方

2/
3

国
10

/1
0

5千
円

事 業 主
国

地
方

【
0
歳

～
中

学
生

】

（
被

用
者

）

（
非

被
用

者
）

【
平

成
2
3
年

度
後

半
】

【
平

成
2
4
年

度
～

】

国 5/
10

地
方

5/
10

※
事

業
主

負
担

は
、

被
用

者
に

対
す

る
給

付
の

一
定

割
合

（
現

在
の

負
担

水
準

を
前

提
）

。
※

３
党

合
意

で
は

、
所

得
制

限
超

世
帯

に
対

し
て

税
制

上
又

は
財

政
上

の
措

置
を

講
じ

る
こ

と
と

さ
れ

て
お

り
、

財
政

上
の

措
置

を
講

じ
る

場
合

は
、

そ
れ

に
応

じ
た

追
加

負
担

が
考

え
ら

れ
る

。

国
10

/1
0

（
公

務
員

）
地

方
10

/1
0

国
10

/1
0

1万
円

又
は

1万
5千

円

所
得

制
限

額

地
方

10
/1

0

1万
円

又
は

1万
5千

円

（
国

家
公

務
員

）
（

地
方

公
務

員
）

【
0
歳

～
中

学
生

】

（
公

務
員

）

（
国

家
公

務
員

）
（

地
方

公
務

員
）

同
一
負
担
割
合

1/
10

1/
3

3



子
ど
も
に
対
す
る
手
当
の
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て

１
実
施
時
期

手
当
の
あ
り
方
の
見
直
し
は
、
平
成
2
3
年
度
1
0
月
（
平
成
2
4
年

2
月
支
給
分
）
か
ら
実
施
す
る
（
所
得
制
限
の
導
入
は
被
災
地
の

状
況
を
見
定
め
平
成
2
4
年
度
（
6
月
分
）
か
ら
実
施
す
る
。
）
。

２
所
要
額

２
．
２
～
２
．
３
兆
円
程
度

３
具
体
的
な
支
給
額

（
１
）
一
般
世
帯
（
非
所
得
制
限
世
帯
）

0
～
3
歳
（
一
律
）

1
5
,
0
0
0
円
（
児
童
手
当
1
万
円
）

3
～
1
2
歳
（
第
1
子
、
第
2
子
）

1
0
,
0
0
0
円
（
児
童
手
当
5
千
円
）

（
第
3
子
以
降
）

1
5
,
0
0
0
円
（
児
童
手
当
1
万
円
）

中
学
生

（
一
律
）

1
0
,
0
0
0
円
（
児
童
手
当
な
し
）

（
２
）
所
得
制
限
世
帯

所
得
制
限
世
帯
に
お
け
る
所
得
税
及
び
住
民
税
の
扶
養
控
除
（
所

得
控
除
）
の
廃
止
に
よ
る
減
収
に
対
す
る
必
要
な
税
制
上
、
財
政
上

の
措
置
を
検
討
し
、
平
成
2
4
年
度
か
ら
所
要
の
措
置
を
講
じ
る
も
の

と
す
る
。

４
所
得
制
限

所
得
制
限
の
基
準
を
、
年
収
9
6
0
万
円
程
度
（
夫
婦
と
児
童
二
人

世
帯
）
と
す
る
。

５
税
制
改
正

所
得
制
限
世
帯
も
含
め
た
扶
養
控
除
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
平

成
2
4
年
度
税
制
改
正
ま
で
に
総
合
的
に
検
討
す
る
。

６
法
制
上
の
措
置

平
成
2
4
年
度
以
降
の
子
ど
も
の
た
め
の
現
金
給
付
に
つ
い
て
は
、

上
記
の
支
給
額
等
を
基
に
し
て
、
児
童
手
当
法
に
所
要
の
改
正
を

行
う
こ
と
を
基
本
と
す
る
。
そ
の
際
、
地
方
等
と
十
分
に
協
議
を

行
い
、
そ
の
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

※
地
方
と
の
協
議
は
、
「
国
と
地
方
の
協
議
の
場
」
に
お
い
て
行
う
。

７
平
成
2
4
年
度
か
ら
の
恒
久
的
な
現
金
給
付
の
仕
組
み
へ
の
円
滑

な
移
行
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
別
添
の
と
お
り
と
す
る
。

以
上
、
確
認
す
る
。

平
成
2
3
年
8
月
4
日

民
主

党
幹
事
長

政
策
調
査
会
長

自
由
民
主
党

幹
事
長

政
務
調
査
会
長

公
明

党
幹
事
長

政
務
調
査
会
長

「
子
ど
も
に
対
す
る
手
当
の
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」

（
８
月
４
日
付
け
民
主
党
、
自
由
民
主
党
及
び
公
明
党
の
幹
事
長
及
び
政
調
会
長
に
よ
る
合
意
）
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（
別
添
）

半
年
間
の
特
別
措
置
法
案
の
骨
子

１
．
題
名

平
成
2
3
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案

２
．

趣
旨

現
下
の
子
ど
も
や
子
育
て
家
庭
を
め
ぐ
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
平
成
2
4
年

度
か
ら
の
恒
久
的
な
現
金
給
付
の
仕
組
み
に
円
滑
に
移
行
で
き
る
よ
う
、

平
成
2
3
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。

３
．

支
給
期
間

・
平
成
2
3
年
1
0
月
分
か
ら
平
成
2
4
年
３
月
分
ま
で

４
．

支
給
額
・
費
用
負
担

・
３
歳
未
満
、
３
歳
～
小
学
生
（
第
３
子
以
降
）

：
１
万
５
千
円

・
３
際
～
小
学
生
（
第
１
子
・
第
２
子
）
、
中
学
生
：
１
万
円

・
児
童
手
当
部
分
は
児
童
手
当
と
同
様
の
負
担
割
合
、
上
積
み
部
分
は
全

額
国
庫
負
担

５
．
そ
の
他

・
平
成
2
3
年
度
子
ど
も
手
当
支
給
法
に
盛
り
込
ん
だ
事
項
を
規
定

※
子
ど
も
の
国
内
居
住
要
件
、
未
成
年
後
見
人
、
父
母
指
定
者
、
同

居
優
先
、
施
設
入
所
の
子
ど
も
に
つ
い
て
施
設
の
設
置
者
等
へ
の

支
給
、
手
当
か
ら
の
保
育
料
の
徴
収
等
、
市
町
村
の
自
由
度
の
高

い
交
付
金
の
交
付

６
．
施
行
時
期
・
改
正
附
則

施
行
日
：
平
成
2
3
年
1
0
月
１
日

・
平
成
2
4
年
度
以
降
の
子
ど
も
の
た
め
の
現
金
給
付
に
つ
い
て
は
、
こ
の

法
律
の
手
当

額
等
に
関
す
る
規
定
を
基
に
、
児
童
手
当
法
に
所
要
の
改

正
を
行
う
こ

と
を
基
本
と
す
る
。
そ
の
際
、
地
方
等
と
十
分
に
協
議
を

行
い
、
そ
の

理
解
を
得
る
努
め
る
も
の
と
す
る
。

※
地
方
と
の
協
議
は
、
「
国
と
地
方
の
協
議
の
場
」
に
お
い
て
行
う
。

・
そ
の
際
、
所
得
制
限
に
つ
い
て
は
、
平
成
2
4
年
６
月
分
以
降
か
ら
適
用

す
る
こ
と
と

し
、
所
得
制
限
の
基
準
、
所
得
制
限
を
超
え
る
者
に
対
す

る
必
要
な
税

制
上
・
財
政
上
の
措
置
等
に
つ
い
て
検
討
し
た
上
で
、
所

要
の
措
置
を

講
ず
る
。
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（
１
）
支

給
額

・
支

給
期

間
・
３
歳

未
満

：
月

額
１
万

５
千

円
・
３
歳

以
上

小
学

校
修

了
前

（
第

１
、
２
子

）
：
月

額
１
万

円
・
中

学
生

：
月

額
１
万

円

〃
（
第

３
子

以
降

）
：
月

額
１
万

５
千

円

・
支

給
等

の
事

務
は

市
区

町
村

（
公

務
員

は
所

属
庁

）
・
支

給
期

間
は

平
成

２
３
年

１
０
月

分
～

平
成

２
４
年

３
月

分
。
支

払
月

は
平

成
２
４
年

２
月

、
６
月

。

（
２
）
費

用
負

担
児
童
手
当
分
を
児
童
手
当
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
、
地
方
、
事
業
主
が
費
用
を
負
担
し
、
そ
れ
以
外
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
全
額
を
国
庫
が
負

担
。
（
公
務
員
に
つ
い
て
は
所
属
庁
が
負
担
）

（
３
）
そ
の

他
①

子
ど
も
に
対
し
て
も
国
内
居
住
要
件
を
設
け
る
（
留
学
中
の
場
合
等
を
除
く
）

②
児
童
養
護
施
設
に
入
所
し
て
い
る
子
ど
も
等
に
つ
い
て
も
、
施
設
の
設
置
者
等
に
支
給
す
る
形
で
手
当
を
支
給

③
未
成
年
後
見
人
や
父
母
指
定
者
（
父
母
等
が
国
外
に
い
る
場
合
の
み
）
に
対
し
て
も
、
父
母
と
同
様
（
監
護
・
生
計
同
一
）
の
要
件
で
手
当
を
支
給
（
父
母
等
が
国

外
居

住
の
場
合
で
も
支
給
可
能
）

④
監
護
・
生
計
同
一
要
件
を
満
た
す
者
が
複
数
い
る
場
合
は
、
子
ど
も
と
同
居
し
て
い
る
者
に
支
給
（
離
婚
協
議
中
別
居
の
場
合
に
支
給
可
能
、
単
身
赴
任
の
場
合
を
除

く
）
。

⑤
保

育
料

を
手

当
か

ら
直

接
徴

収
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
学

校
給

食
費

等
に
つ
い
て
は

、
本

人
同

意
に
よ
り
手

当
か

ら
納

付
す
る
こ
と
が

で
き
る
仕

組
み

と
す
る
。

⑥
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
拡
充
す
る
た
め
の
交
付
金
を
設
け
る

（
４
）
検

討
規

定
①

政
府
は
、
平
成
２
４
年
度
以
降
の
恒
久
的
な
子
ど
も
の
た
め
の
金
銭
の
給
付
の
制
度
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
子
ど
も
手
当
の
手
当
額
等
を
基
に
、
児
童

手

当
法

に
所

要
の

改
正

を
行

う
こ
と
を
基

本
と
し
て
、
法

制
上

の
措

置
を
講

ず
る
も
の

と
す
る
。
そ
の

際
、
地

方
自

治
法

に
規

定
す
る
全

国
的

連
合

組
織

の
代

表
者

そ
の

他

の
関
係
者
と
十
分
に
協
議
を
行
い
、
こ
れ
ら
の
者
の
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

②
法

制
上

の
措

置
を
講

ず
る
に
当

た
っ
て
は

、
所

得
制

限
に
つ
い
て
、
そ
の

基
準

に
つ
い
て
検

討
を
加

え
た
上

で
、
平

成
２
４
年

６
月

分
以

降
の

給
付

か
ら
適

用
す
る
こ
と

と
し
、
併

せ
て
当

該
制

限
を
受

け
る
者

に
対

す
る
税

制
上

又
は

財
政

上
の

措
置

等
に
つ
い
て
検

討
を
加

え
、
所

要
の

措
置

を
講

ず
る
も
の

と
す
る
。

平
成
２
３
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
概
要

現
下

の
子

ど
も
及

び
子

育
て
家

庭
を
め
ぐ
る
状

況
に
鑑

み
、
平

成
２
４
年

度
か

ら
の

恒
久

的
な
子

ど
も
の

た
め
の

金
銭

の
給

付
の

制
度

に
円

滑
に
移

行
で
き
る
よ
う
、
平

成
２
３
年

度
に
お
け
る
子

ど
も
手

当
の

支
給

等
に
つ
い
て
必

要
な
事

項
を
定

め
る
。

概
要

施
行

日
平

成
２
３
年

１
０
月

１
日

趣
旨
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国
1
兆

7
6
1
億

円
（

1
兆

1
,8

6
4
億

円
）

国
2
,5

5
4
億

円
(3

,2
3
5
億

円
)

事
業

主
1
,7

4
2
億

円
地

方
5
,1

0
8
億

円
(5

,3
9
1
億

円
)

子
ど

も
の

た
め

の
現

金
給

付
制

度
に

関
す

る
平

成
２

４
年

度
概

算
要

求

○
平

成
2
4
年

度
の

子
ど

も
の

た
め

の
現

金
給

付
制

度
に

関
す

る
概

算
要

求
に

つ
い

て
は

、
「

平
成

２
３

年
度

に
お

け
る

子
ど

も
手

当
の

支
給

等
に

関
す

る
特

別
措

置
法

」
附

則
第

２
条

の
規

定
等

に
基

づ
き

、
［

支
給

額
］

・
3
歳

未
満

：
一

律
1
5
,0

0
0
円

・
3
歳

以
上

小
学

校
修

了
前

：
第

１
、

２
子

1
0
,0

0
0
円

、
第

３
子

以
降

1
5
,0

0
0
円

・
中

学
生

：
一

律
1
0
,0

0
0
円

［
所

得
制

限
］

平
成

２
４

年
６

月
分

か
ら

実
施

、
基

準
額

は
年

収
9
6
0
万

円
程

度
、

所
得

制
限

世
帯

へ
の

措
置

は
要

求
額

に
計

上
せ

ず
［

費
用

負
担

］
平

成
2
3
年

度
予

算
の

負
担

ル
ー

ル
（

手
当

の
一

部
と

し
て

、
児

童
手

当
法

に
基

づ
く

児
童

手
当

を
支

給
し

、
児

童
手

当
分

に
つ

い
て

は
、

児
童

手
当

法
の

規
定

に
基

づ
き

、
国

、
地

方
、

事
業

主
が

費
用

を
負

担
）

を
当

て
は

め
て

仮
置

き
的

に
国

庫
負

担
額

を
要

求

○
財

源
構

成
や

所
得

制
限

世
帯

へ
の

措
置

を
含

め
た

制
度

の
在

り
方

に
つ

い
て

は
、

予
算

編
成

過
程

で
検

討
し

、
そ

の
結

果
を

平
成

2
4
年

度
予

算
に

反
映

さ
せ

る
。

※
数

字
は

、
公

務
員

分
や

地
方

へ
の

特
例

交
付

金
を

含
め

な
い

も
の

。
な

お
、

公
務

員
分

（
国

家
公

務
員

：
4
3
0
億

円
、

地
方

公
務

員
：

1
,6

3
6
億

円
）

を
含

め
、

か
つ

特
例

交
付

金
（

1
,3

5
3
億

円
）

を
加

味
し

た
金

額
は

、
（

）
内

の
数

字
。

※
上

記
以

外
に

、
別

途
事

務
費

と
し

て
1
0
1
億

円
を

要
求

。

給
付

費
2
兆

1
6
6
億

円
(2

兆
2
,2

3
2
億

円
)
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平
成

2
4
年

度
予

算
の

概
算

要
求

組
替

え
基

準
に
つ
い
て

（
平

成
2
3
年

9
月

2
0
日

閣
議

決
定

）
（
抄

）

1
.基

礎
的

財
政

収
支

対
象

経
費

(1
)年

金
・
医

療
等

に
係

る
経

費
等

①
補
充
費
途
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
経
費
等
の
う
ち
、
年
金
、
医
療
等
に
係
る
経
費
（
以
下
「
年
金
・
医
療
等
に

係
る
経
費
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
当
初
予
算
に
お
け
る
年
金
・
医
療
等
に
係
る
経
費
に
相
当
す
る
額

に
高
齢
化
等
に
伴
う
自
然
増
（
各
所
管
計
1
1
,6
0
0
億
円
）
を
加
算
し
た
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
各
大
臣
ご
と
に
、

要
求
す
る
。

な
お
、
上
記
の
前
年
度
当
初
予
算
に
お
け
る
年
金
・
医
療
等
に
係
る
経
費
に
相
当
す
る
額
は
、
「
子
ど
も
に

対
す
る
手
当
の
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
（
平
成
2
3
年
8
月
4
日
付
け
民
主
党
、
自
由
民
主
党
及
び
公
明
党
の

幹
事
長
及
び
政
調
会
長
に
よ
る
合
意
を
い
う
。
）
を
踏
ま
え
た
額
（
所
得
制
限
世
帯
に
対
す
る
措
置
に
相
当
す
る

額
を
除
く
。
）
と
し
、
所
得
制
限
世
帯
に
対
す
る
措
置
を
含
め
た
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
予
算
編
成
過
程
で

検
討
し
、
そ
の
結
果
を
平
成
2
4
年
度
予
算
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
上
記
自
然
増
を
含
め
、
年
金
・
医
療
等
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
も
、
合
理
化
・
効
率
化
に
最
大
限
取
り

組
み
、
そ
の
結
果
を
平
成
2
4
年
度
予
算
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。

（
注

1
）

略

（
注
2
）
平
成
2
2
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
年
少
扶
養
控
除
等
の
見
直
し
に
よ
る
地
方
増
収
分
(5
,0
5
0
億
円
)に

つ
い
て
は
、
要
求
に
お
い
て
は
上
記
自
然
増
か
ら
控
除
し
た
上
で
、
そ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
予
算
編
成

過
程
で
検
討
し
、
そ
の
結
果
を
平
成
2
4
年
度
予
算
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。
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子どもに対する手当について 

平成 23 年 11 月 29 日 

地 方 六 団 体  

 

 

 政府は、地方の自由度を高める地域主権改革の推進を打ち出しており、また、

子どもに対する手当については、鳩山元総理が全額国費で負担する方針を明言

された経緯がある。今回、厚生労働大臣は、来年度以降の「子どもに対する手

当」について、過年度の税制改正による住民税などの増収分を充て、実質的に

地方の負担を大幅に増額する考えを示したが、これは、こうした経緯とまった

く整合性がない。 

 

 厚生労働省案は、これまで地方が繰り返し求めてきた国と地方の役割分担等

のあり方について何ら示すことなく、地方に裁量の余地がない現金給付に関す

る地方負担を一方的に拡大し、かつ、地方固有の財源である住民税の増収分等

の使途を一方的に限定するなど地方の主張を全く踏まえておらず、到底受け入

れられない。 

 

 子育てを取り巻く環境は地域ごとに様々であることを考えれば、住民税の増

収分等は、地方の裁量により地域の実情に応じたきめ細かな施策に充当し、住

民に還元するべきである。 

 

 政府は地方に負担を転嫁することなく、地方のこれまでの意見を十分踏まえ、

地方が納得できる恒久的な「子どもに対する手当」を含む、子ども・子育てに

かかる国と地方の役割分担や費用負担のあり方について、再提案すべきである。 

 また、平成２４年度からの所得制限を超える世帯に対する税財政上の措置に

ついては、国の負担により実施すべきである。 

CO850718
テキストボックス
資料２




